
３．平成２８年度診療報酬改定について

平成２８年１月１９日

厚生労働省保険局

医療課
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診療報酬改定は、

① 予算編成過程を通じて内閣が決定した改定率を所与の前提として、

② 社会保障審議会医療保険部会及び医療部会において策定された「基本方針」に基づき、

③ 中央社会保険医療協議会において、具体的な診療報酬点数の設定等に係る審議を行い

実施されるものである。

○ 社会保障審議会で決定された「基本方
針」に基づき審議

○ 個別の診療報酬項目に関する点数設定
や算定条件等について議論。（厚生労働
大臣の諮問に応じて、調査・審議し答申）

中央社会保険医療協議会

○ 基本的な医療政策について審議

○ 診療報酬改定に係る「基本方針」を策定

社会保障審議会
医療保険部会・医療部会

○ 予算編成過程を通じて改定率を決定

内閣

診療報酬改定の流れ

【中央社会保険医療協議会の委員構成】
支払側委員と診療側委員とが保険契約の両当事者として協議し、公益委員がこの両者を調整する「三者構成」

① 支払側委員（保険者、被保険者の代表） ７名
② 診療側委員（医師、歯科医師、薬剤師の代表） ７名
③ 公益代表 ６名（国会同意人事）
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平成28年度診療報酬改定のスケジュール

夏以降 平成28年度診療報酬改定の基本方針の議論

11月下旬～12月初旬 平成28年度診療報酬改定の
基本方針の策定

内 閣

社会保障審議会（医療保険部会、医療部会）

１月中旬
中医協に対し、
・ 予算編成過程を通じて内閣が決定した「改定率」
・ 社会保障審議会で策定された「基本方針」

に基づき改定案の調査･審議を行うよう諮問

厚生労働大臣

３月上旬 診療報酬改定に係る告示･通知の発出

厚生労働大臣

１月以降 入院医療､外来医療､在宅医療等のあり方
について議論

（～12月）
検証結果も含め、個別項目について集中的に議論

10月～11月 医療経済実態調査の結果報告

12月上旬 薬価調査・材料価格調査の結果報告

１月以降 厚生労働大臣の諮問を受け、具体的な診療
報酬点数の設定に係る調査・審議

（公聴会、パブリックコメントの実施）

２月中旬
厚生労働大臣に対し、改定案を答申

中央社会保険医療協議会

平成２８年４月１日 施行

平成27年

平成28年

12月下旬 予算編成過程で、診療報酬の改定率を決定

平成２７年７月９日 資 料 ５第８７回社会保障審議会医療保険部会

平成２７年９月１６日 資 料 １第４０回社会保障審議会医療部会
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「地域包括ケアシステム」の推進と、「病床の機能分化・連携」を含む医療機能の
分化・強化・連携を一層進めること
○「病床の機能分化・連携」の促進
○多職種の活用による「チーム医療の評価」、「勤務環境の改善」
○質の高い「在宅医療・訪問看護」の確保 等

「かかりつけ医等」のさらなる推進など、患者にとって安心・安全な医療を実現すること
○かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師・薬局の評価 等

重点的な対応が求められる医療分野を充実すること
○緩和ケアを含む質の高いがん医療の評価
○認知症患者への適切な医療の評価
○イノベーションや医療技術の評価 等

効率化・適正化を通じて制度の持続可能性を高めること
○後発医薬品の価格算定ルールの見直し
○大型門前薬局の評価の適正化
○費用対効果評価（アウトカム評価）の試行導入 等

○26年度診療報酬改定の結果、「病床の機能分化・連携」は進展。今後、さらに推進を図る必要。
「外来医療・在宅医療」については、「かかりつけ医機能」の一層の強化を図ることが必要。

○また、後発医薬品については、格段の使用促進や価格適正化に取り組むことが必要。

○こうした26年度改定の結果検証を踏まえ、28年度診療報酬改定について、以下の基本的視点を
もって臨む。

改定の基本的視点

視点１

視点２

視点３

視点４

「病床の機能分化・連携」や「かかりつけ医機能」等の充実を図りつつ、
「イノベーション」、「アウトカム」等を重視。
⇒ 地域で暮らす国民を中心とした、質が高く効率的な医療を実現。

２８年度診療報酬改定の基本的考え方
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１

２８年度診療報酬改定の主な検討内容について

入院医療
○病床の機能分化・連携のさらなる推進、退院支援の強化

○チーム医療の推進と勤務環境の改善

○ICTを活用した情報の共有・連携の促進

外来医療・
在宅医療

○「かかりつけ医」「かかりつけ歯科医」のさらなる普及

○紹介状なしで大病院を受診した場合の定額負担の導入

○重症患者や小児への在宅医療の強化

○口腔機能の維持・管理の推進

医薬品・
調剤

○「かかりつけ薬局・薬剤師」の評価

○いわゆる門前薬局の評価の適正化

○後発医薬品の使用促進・価格適正化

○イノベーションの評価、費用対効果評価（アウトカム評価）の導入

重点的対応
分野

○緩和ケアを含む質の高いがん医療の評価

○救急医療の充実

○認知症対策の充実

「地域包括ケアシステム」と「質が高く効率的な医療提供体制」の構築基本目標
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地域包括ケア
病棟等

自宅・在宅医療

長期療養

高度急性期・急性期

急
性
期
か
ら
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受
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帰
や
療
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病
棟
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へ
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転
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病床の機能分化・連携のさらなる推進、
早期からの退院支援により、円滑な在宅復帰を
促進

入院医療

目指す
方向

○「患者の重症度」等を適切に評価する等の見直しを行い、
病床機能にふさわしい状態の患者の受入れを進める
※７対１入院基本料と療養病棟の入院患者の重症度を適切に評価

目指す
方向

多職種の活用によるチーム医療を推進
勤務環境の改善や業務の効率化により、医療従事
者の負担軽減
ICTを活用した医療情報の連携を推進

○「集中治療室」等の高度急性期医療を行う病棟に薬剤師を
配置し、薬剤相互作用の確認等を行うことを推進

○ICTを活用した医療機関間の診療情報等の共有や連携の推進

○病床の機能分化・連携のさらなる推進、
退院支援の強化

○入院後早期からの退院支援の取組の推進

※退院支援の人員配置や、医療機関間で常日 頃から顔の見える連携
体制を構築すること等を評価

○チーム医療の推進と勤務環境の改善
○ICTを活用した情報の共有・連携の推進

○医師と歯科医師が連携して、入院患者の栄養管理をサポート
する取組をさらに推進

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

感染症発症率、抗生剤使用量

が減少した

薬剤種類数が減少した

薬剤関連のインシデント

が減少した

副作用の回避、軽減や病状の

安定化に寄与した

医師・看護師の業務負担

が軽減した

＜薬剤師配置による効果＞

ICTを活用

した情報共
有・連携 49



○「かかりつけ医機能」の一層の強化のため、認知症への対応
を重視する等の見直し

「かかりつけ医」「かかりつけ歯科医」の普及を
図り、「かかりつけ医」が患者の状態や価値観も
踏まえ、医療をサポートする「ゲートオープナー」
機能を確立

紹介個別の疾患だけでな
く、療養指導、服薬管
理、健康管理など 逆紹介

患者がアクセスしやすい
中小病院、診療所

地域の拠点となるような
病院

専門的な診療

外来受診

外来医療・在宅医療

目指す
方向

在宅医療の提供体制を拡充・強化するとともに、
質が高い在宅医療の提供を推進

目指す
方向

○重症患者や小児への在宅医療を進めるため、診療報酬上の
評価の充実や要件の見直しを実施

○歯科医療機関と病院等とが連携して、歯科訪問診療を実施
し、患者の口腔機能管理等を行うことを推進

○平成28年度から、紹介状なしで大病院を受診した場合の定額
負担を導入

○「かかりつけ医」「かかりつけ歯科医」の普及
○紹介状なしで大病院を受診した場合の定額負担
の導入

○重症患者や小児への在宅医療の強化
○口腔機能の維持・管理の推進

【訪問診療で提供している医療内容 （抜粋）】
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2%
2%

3%
4%

7%
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8%

10%
11%
13%

75%
80%

94%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

人工肛門･人工膀胱の管理
人工呼吸器の管理

経鼻経管栄養
ｲﾝｽﾘﾝ注射

気管切開の処置
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

がん末期の疼痛管理
酸素療法管理

膀胱ｶﾃｰﾃﾙの管理
胃ろう･腸ろうによる栄養管理

創傷処置
点滴･中心静脈栄養･注射

褥瘡の処置
服薬援助･管理

健康相談
血圧･脈拍の測定
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【在宅人工呼吸管理が行われている小児】

（人数）
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【18歳以下の利用者への訪問看護の実
施割合】

○「かかりつけ歯科医機能」を持った歯科医師が、口腔疾患の
重症化予防の観点から口腔管理を実施する取組を推進
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0

200

400

1 2開発要請

【対物業務から対人業務への評価（モノから技術へ）】
○「かかりつけ薬剤師」による一元的・継続的な服薬管理指導

を推進

○薬局と医療機関が連携して、
残薬解消や多剤・重複投与の
削減に取り組むことを推進

○後発医薬品の使用促進

【いわゆる門前薬局の評価の見直し】
○大型門前薬局の評価の適正化のため、調剤報酬における

対応を検討

【「かかりつけ薬剤師・薬局」の評価】
○ 「かかりつけ医」と連携して、「かかりつけ薬剤師」が患者の

服薬状況を一元的・継続的に把握することを推進

○薬剤師による在宅訪問等の推進

○後発医薬品の新規収載時の価格算定ルールの見直しを検討
【現行】：先発品の薬価×０．６
（内用薬については、銘柄数が10を超える場合は0.5を乗じた額）

○イノベーションの評価

・再生医療等製品の導入促進

○費用対効果評価（アウトカム評価）を、平成28年度に試行的
導入。その効果を踏まえ、引き続き本格導入に向けて検討。

31.3％20.2％

41.4％

5～9種類

10～14種類

15種類以上

0～4種類

【高齢者の多剤投与の状況の一例】

ある後期高齢者医療広域連合の
被保険者（75歳以上）のH26年12月診療データ

目指す
方向

患者本位の医薬分業の実現のため、かかりつけ薬局
の薬剤師が、一元的・継続的な服薬管理を実施。 後発医薬品の数量シェア８０％達成に向け、「良質な

医薬品の安定供給」「医療費の効率化」「産業の競
争力強化」を実現。

目指す
方向

【新薬の薬価収載件数】

年度 件数

H２３ ３５

H２４ ５８

H２５ ４１

H２６ ７８

【適応外薬解消件数】

国から３０５件の開発要請を行い、２３０件が開発・
承認（これまで３回の開発要望募集を実施）

※【例】
成分名「エルロチニブ」
肺がんの治療薬に、
膵がんへの適応を追加

305
230

承認

○革新的医薬品の創出、適応外薬の解消の促進

医薬品・調剤
○「かかりつけ薬局・薬剤師」の評価
○いわゆる門前薬局の評価の適正化

○後発医薬品の使用促進・価格適正化
○イノベーションの評価
○費用対効果評価の導入
○基礎的医薬品の安定供給
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がん医療のさらなる均てん化と、小児がん患者へ
の診療機能の強化、適切ながん緩和ケアの提供

重点的対応分野

目指す
方向

○緩和ケアを含む質の高いがん医療の評価

○ がん拠点病院がない空白地域の解消のため設置された
「地域がん診療病院」について、診療報酬で評価

○小児がん医療の診療機能の集約化が進むよう、必要な機能
を備えた「小児がん拠点病院」（全国１５カ所）について、診療
報酬で評価

○全ての医療従事者が緩和ケアを理解し、知識と技術を習得
することをさらに促進するよう、緩和ケアに関する診療報酬を
見直し

○認知症対策の充実
○救急医療の充実
○認知症対策の充実

高齢化の進展に伴い、救急患者や認知症患者が増
加する中で、救急患者の受入体制の確保と、認知
症対策を一層、推進

目指す
方向

○救急患者の受入体制の確保のため、２次救急医療機関
における、夜間・休日の救急患者の受入を促進

【２次救急医療機関毎の時間外・深夜・休日に対応した患者数（１か月）の内訳】
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（医療機関数）

時間外・深夜・休日に対応患者数（救急搬送患者除く）

２次救急医療機関の中には、多くの患者に対応している医療機関が存在

○脳梗塞や狭心症で緊急の治療等を必要とする救急患者の
受入を促進

○認知症・せん妄の患者を、密度の高い急性期医療を必要と
する状態として評価

○身体疾患で入院する認知症患者への、多職種による質の高
いケアの提供を推進
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H14.3 H14.８ H14.12 H15.１ H15.８ H15.12 H17.1 H18.８ H19.１ H20.２ H21.４ H22.４ H23.４ H24.４ H27.４

拠点病院数 空白の医療圏数

地域がん診療病院指定開始

【がん拠点病院数と空白地域の推移】

52



診療報酬改定について

平成２８年度の診療報酬改定は、以下のとおりとする。

１．診療報酬本体 ＋０．４９％

各科改定率 医科 ＋０．５６％
歯科 ＋０．６１％
調剤 ＋０．１７％

２．薬価等
① 薬価 ▲１．２２％
上記のほか、・市場拡大再算定による薬価の見直しにより、▲０．１９％

・年間販売額が極めて大きい品目に対応する市場拡大再算定の特例の実施により、
▲０．２８％

② 材料価格 ▲０．１１％

なお、上記のほか、新規収載された後発医薬品の価格の引下げ、長期収載品の特例的引下げ
の置き換え率の基準の見直し、いわゆる大型門前薬局等に対する評価の適正化、入院医療におい
て食事として提供される経腸栄養用製品に係る入院時食事療養費等の適正化、医薬品の適正使用
等の観点等からの１処方当たりの湿布薬の枚数制限、費用対効果の低下した歯科材料の適正化の
措置を講ずる。

平成27年12月21日報道発表
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